
　（井　上　朋　之）

南 部 営 業 セ ン タ ー 所 長

　（田　邉　　　隆）

　（飯　田　　　勲）

水 道 部 長 事 務 取 扱

  （勝　又　　　進）

北 部 営 業 セ ン タ ー 所 長

給 水 装 置 セ ン タ ー 所 長

営 業 課 長

　（松　岡　敏　雄）

　（中　村　直　利）

サ ー ビ ス 推 進 部 長

　（大　畑　達　也）

担当課長（お客さま担当）

　（吉　原　幸　弘）

担当課長［下水道財務］

担当課長［資産管理］

　（松　永　智　文）

経 営 管 理 部 長

　（浅　田　明　美）

　（佐久間　　　元）

経 営 企 画 課 長

　（岡　　　　　正）

財 務 課 長

　（坂　本　英　也）

担 当 理 事

下 水 道 部 長 事 務 取 扱

　（鈴　木　俊　行）

労 務 課 長

管 財 課 長

　（山　本　昇　二）担 当 理 事

　（五　井　正　季）
情 報 管 理 課 長

　（柏　木　　　均）

上　下　水　道　局　管　理　職　職　員　一　覧　表　（平成２５年４月１日現在）

総 務 部 長 庶 務 課 長

　（飛　彈　良　一）

上 下 水 道 事 業 管 理 者

　（竹　本　光　雄）

担当課長［国際事業推進］

　（舘　　　信　行）

サ ー ビ ス 推 進 課 長

　（山　口　　　仁）

担当課長（下水道使用料調査担当）

　（北　　　豊　清）

担当課長（北部担当）

　（森　下　和　彦）
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　（亀　山　　　充）

（水道技術管理者）

　（篠　田　　　剛）

生 田 浄 水 場 長

　（渡　辺　尚　夫）

長 沢 浄 水 場 長

　（岡　島　三　元）

担当課長（検査・調整担当）

　（小　森　　　登）

水 運 用 セ ン タ ー 所 長

　（今　村　則　子）

　（森　元　俊　夫）

　（野　崎　勝　巳）

水 道 水 質 課 長

担当課長（施設維持担当）

　（河　岸　美　浩）

工 業 用 水 課 長

　（中　村　邦　明）

水 道 施 設 管 理 課 長

担当課長（調査・計画担当）

第 ２ 配 水 工 事 事 務 所 長

第 １ 配 水 工 事 事 務 所 長

　（緑　川　一　典）

水 管 理 セ ン タ ー 所 長

水 道 部 長 水 道 管 理 課 長

担当課長（施設整備担当）

　（澤　登　光　彦）

設 計 課 長

　（田　邊　　　博）

　（渡　辺　浩　一）

　（重　冨　和　成）

水 道 計 画 課 長

第 ３ 配 水 工 事 事 務 所 長

　（鈴　木　　　一）

　（江　頭　徹　夫）
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　（大河内　　　孝）

入江崎総合スラッジセンター所長事務取扱

下 水 道 部 長

　（関　口　洋　史）

下水道部担当部長（下水道施設担当）

下 水 道 部 担 当 部 長

　（三　觜　美　範）

南 部 下 水 道 事 務 所 長

中 部 下 水 道 事 務 所 長

　（小　原　清　人）

麻 生 水 処 理 セ ン タ ー 所 長

　（座　間　　　実）

入江崎総合スラッジセンター所長

　（計　良　純　一）

加 瀬 水 処 理 セ ン タ ー 所 長

担当課長（技術開発担当）

　（永　橋　尚　男）

　（原　　　文　俊）

担当課長（保全担当）

　（田　所　　　勉）

下 水 道 水 質 課 長

　（窪　田　雅　一）

　（石　川　　　久）

管 理 課 長

等々力水処理センター所長

　（兼　平　好　昭）

入江崎水処理センター所長

担当課長（ポンプ場担当）

　（髙　橋　　　顯）

　（吉　田　　　稔）

工 事 課 長

　（嵯峨野　敏　和）

　（田　中　　　博）

　（松　井　宗一郎）

下 水 道 計 画 課 長

　（松　川　一　貴）

西 部 下 水 道 管 理 事 務 所 長

　（大　塚　忠　男）

施 設 課 長

下 水 道 管 理 課 長

　（田　口　　　治）

管 路 課 長

　（平　田　和　雄）

担当課長（維持管理担当）

　（山　岸　和　則）

北 部 下 水 道 管 理 事 務 所 長

管 理 課 長

　（西　　　英　一）

工 事 課 長

担 当 部 長 （ 調 整 担 当 ） 担当課長（調整担当）

　（村　岡　眞　紀） 　（山　梨　雅　徳）

3



1

1



2

2



3

3



適正な使用者負担
の確保

基本理念と施策推進サイクル

お客さまとの対
話を大切にした
飲み水づくり

お客さまに事業を理解
していただくために

必要な情報の共有

お客さまとの
対話の充実

《基本理念》

安
全
性
の
向
上

安
定
給
水
の
確
保
と

安定給水の確保

震災時の
飲み水の確保と
危機管理の強化

飲み水の
レベルアップ

環
境
へ
の
貢
献

環境施策の推進

環境負荷の低減

経
営
基
盤
の
確
立

お客さまとの
コミュニケー
ションの充実

経営の効率化

財政の健全化

世
界
へ
の
展
開

国際展開への
取組

お客さまの声
施策の充実

サービスの提供お客さま＜市民＞

サービスの受益者・負担者

お客さまの声

水
 
道
 
料
 
金

《施策体系》

（目標）　　（方向性）

 

 
 
 
 
 
１ 水道事業の中長期展望（平成１３年８月策定、平成１８年３月、平成２３年３月改定） 

 

  計画期間 

平成１８年度から概ね１０年間 

（中期的な計画期間：平成２３年度から平成２５年度） 

  基本理念と目標 

「お客さまとの対話を大切にした飲み水づくり」を基本理念とし、お客さまとの情報共有や対話の充実を

図りながら、４つの目標を目指し取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水道事業の再構築計画（平成１８年８月策定、平成２３年３月策定） 

 

  計画期間 

平成１８年度から平成２８年度 
（中期的な計画期間：平成２３年度から平成２５年度） 

  主な内容 

① 長期水需要予測に基づく事業規模の見直し 

・給水能力１日989,900  を１日758,200  とする。 
② 安全安定給水の確保及び効率的な施設形態の構築   

・長沢浄水場に機能集約 

（長沢浄水場の浄水施設能力の増強、平成２４年度潮見台浄水場廃止、平成２８年度生田浄水場廃止） 
③ 再構築に伴う施設整備 

    ・事業規模をダウンサイジングすることによる効率的な施設更新 
    ・個々の施設の耐震化と水道システム全体で緊急時対応できる施設整備 
    ・複数系統水源によるバックアップ体制確立のための送水施設の整備 
    ・緊急時のリスク分散のための配水施設の整備 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④ 組織機構・職員定数の見直し 

    ・給水能力の見直しに伴う組織機構の再編、下水道事業との組織統合を踏まえた管理部門の見直し、技

能部門の委託化の推進などによる効率的な組織機構への再編 
    ・組織機構及び執行体制の見直しによる職員定数の削減 

①安定給水の確保と安全性の向上 

安定した給水体制を維持していくため、将来の水需要

を踏まえた事業規模の適正化を前提として、施設の改

良・更新を計画的に実施します。また、老朽送配水管

や老朽給水管の更新、広域連携、基幹施設の耐震化、

危機管理体制の充実、水質管理・監視体制の充実等の

施策を実施します。 

②環境への貢献 

自然流下を活用した取水・送水・配水、省エネルギー、

資源循環、廃棄物の削減、新エネルギーの利用など環

境負荷の低減に取り組み、環境保全施策を進めます。

④経営基盤の確立 

お客さまとのコミュニケーションの充実、経営の効率

化、財政の健全化を柱として、お客さまとの対話の充

実、お客さまの声の活用、人材育成、工事コストの削

減、資産の有効活用などの経営基盤を強固にするため

の施策を進めます。 

③世界への展開 

世界の水問題解決に貢献するため、専門家派遣・研修

員受入等の国際貢献を行うとともに、ビジネスとして

成立することを視点とした新たな国際展開に取り組み

ます。 

基本理念と施策推進サイクル 

４つの目標 

給水能力 １日989,900  給水能力 １日758,200  

４ 川崎市水道事業の中長期展望及び再構築計画の概要 

水道事業は、水需要の低迷等による給水能力と配水量のかい離、老朽化した施設の大規模な更新や耐震化などが課題となっていました。そこで、限られた財源を有効に活用し効率的な事業執行を確保するため、中長期的な視点

から、水道事業の将来あるべき姿を展望した「川崎市水道事業の中長期展望」を策定しました。 
また、中長期展望で示した主要な課題を解決するため中長期展望の実施計画として、「水道事業の再構築計画」を策定しました。 

 

お客さまとの 

対話を大切にした 

飲み水づくり 

安
全
性
の
向
上 

安
定
給
水
の
確
保
と 

環
境
へ
の
貢
献 

世
界
へ
の
展
開 

経
営
基
盤
の
確
立 

再構築計画策定時 再構築後 
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１ 工業用水道事業の中長期展望（平成１３年５月策定、平成１８年３月、平成２３年３月改定） 

 

  計画期間 

長期的な視点から平成１８年度から概ね１０年間 

（中期的な計画期間：平成２３年度から平成２５年度） 

  基本理念と目標 

「工業の健全な発達に寄与するサービスの提供」を基本理念とし、お客さまとの情報共有や対話の充実を図

りながら、４つの目標を目指し取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 工業用水道事業の再構築計画（平成１８年８月策定、平成２３年３月改定） 

 
  計画期間 

平成１８年度から平成２８年度 
（中期的な計画期間：平成２３年度から平成２５年度） 

 

  主な取組 

① 将来の契約水量に見合った給水能力の確保 
・給水能力１日560,000  を１日520,000  とする。（平成２２年４月１日実施済み） 

 

② 再構築に伴う施設整備 
   ・適正規模の給水能力に見合う施設への再構築による効率的な施設更新 

    ・個々の施設の耐震化と水道システム全体で緊急時対応できる施設整備 
   ・受電の２系統化による取水、導水及び送水機能の安定性の向上 
   ・生田浄水場における水道事業の浄水機能廃止に伴い、工業用水道独自の効率的な施設形態を確保 

    ・使用者の需要変動に対応するための水量調整機能をもつ配水施設の整備 
 

③ 組織機構・職員定数の見直し 

    ・下水道事業との組織統合を踏まえた管理部門の見直し、技能部門の委託化の推進などによる効率的な組

織機構への再編 
    ・組織機構及び執行体制の見直しによる職員定数の削減 

 
 

 
 

適正な使用者負担
の確保

基本理念と施策推進サイクル

工業の健全な

発達に寄与す

るサービスの

提供

お客さまに事業を理解
していただくために

必要な情報の共有

お客さまとの
コミュニケーション

の充実

《基本理念》 《施策体系》

（目標）　　（方向性）

安
定
給
水
の
確
保

施設の維持管理

施設の耐震化と
危機管理の強化

環
境
へ
の
貢
献

環境施策の推進

環境負荷の低減

経
営
基
盤
の
確
立

使用者ニーズの
把握

経営の効率化

財政の健全化

世
界
へ
の
展
開

国際展開への
取組

お客さまの声
施策の充実

サービスの提供お客さま＜使用者＞お客さまの声

水
 
道
 
料
 
金

サービスの受益者・負担者

①安定給水の確保 

安定した給水体制を維持していくため、施設の改良・更新を計画
的に実施します。また、取水・導水施設、浄水・送配水施設の整
備、施設の耐震化等の施策を実施するとともに、危機管理体制を
強化します。 

②環境への貢献 
自然流下を活用した取水・送水・配水、省エネルギー、資源循環、
廃棄物の削減、新エネルギーの利用など環境負荷の低減に取り組
み、環境保全施策を進めます。 

④経営基盤の確立 
使用者ニーズの把握、経営の効率化、財政の健全化を柱として、
情報共有の徹底、お客さまとの対話の充実、人材育成、工事コス
トの削減、資産の有効活用などの経営基盤を強固にするための施
策を進めます。 

③世界への展開 
世界の水問題解決に貢献するため、専門家派遣・研修員受入等の
国際貢献を行うとともに、ビジネスとして成立することを視点と
した新たな国際展開に取り組みます。 

５ 川崎市工業用水道事業の中長期展望及び再構築計画の概要 

４つの目標 

基本理念と施策推進サイクル 

工業用水道事業は、水需要の低迷等による給水能力と配水量のかい離、老朽化した施設の大規模な更新などが課題となっていました。そこで、中長期的な視点から、工業用水道事業の将来あるべき姿を展望した「川崎市工業用水道

事業の中長期展望」を策定しました。 
また、中長期展望で示した主要な課題を解決するため中長期展望の実施計画として、「川崎市工業用水道事業の再構築計画」を策定しました。 

 

工業の健全な発

達に寄与する 

サービスの提供 

安
定
給
水
の
確
保 

環
境
へ
の
貢
献 

世
界
へ
の
展
開 

経
営
基
盤
の
確
立 
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基本理念 目標 方向性 【平成２３～２５年度】での主な施策

浄水場の再構築・配水池の整備

　・長沢浄水場の第１期工事

　・生田配水池更新

管路の更新

　・老朽配水管82.0Kmを更新（残延長182.2Km）

　・送水管5.7Kmを更生（残延長0.4Km）

老朽給水管（鉛製給水管を含む）の更新

　・老朽給水管16,100件を更新（残26,500件）

　　（※３ヵ年での自然減を3,000件と予測）

基幹施設の耐震化

　・配水池等の耐震化

　・水管橋更新など

管路の耐震化

応急給水体制の整備

自家発電設備の整備

基本理念 目標 方向性 【平成２３～２５年度】での主な施策

取水・導水施設の整備

　・稲田取水所設備更新など

浄水・送配水施設の整備

　・生田浄水場設備更新

　・生田浄水場管理棟更新

　・平間配水所更新（設計）など

施設の耐震化

　・沈でん池、着水井耐震補強工事など

自家発電設備の整備

　・稲田取水所(H25・H26)
自家発電設備整備完了(H27)

稲田取水所施設整備完了(H26)

再構築施設整備完了（H28）
生田浄水場施設整備完了(H24)
平間配水所更新完了（H27）

お
客
さ
ま
と
の
対
話
を
大
切
に
し
た
飲
み
水
づ
く
り

　・百合丘ポンプ所、細山送水ポンプ所

与
す
る
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

工
業
の
健
全
な
発
達
に
寄

　・重要な拠点への管路58路線を耐震化（全市立中学校51
校、医療機関等77施設、合計128拠点）

　・応急給水拠点15箇所を整備（全138箇所（半径750m/
箇所）、災害対策用貯水槽31基含む）

安
定
給
水
の
確
保

 

強
化

 

機
管
理
の

 

震
化
と
危

 

施
設
の
耐

◆水 　　　道 　　　事　　　　業

備　　考

再構築施設整備完了(H28)
浄水施設完了(H27)
浄水施設耐震化率
（H22：0% ⇒ H27：100%）

老朽配水管更新完了(H30)

安
定
給
水
の
確
保

安
定
給
水
の
確
保
と
安
全
性
の
向
上 応急給水拠点整備完了(H25)

◆工 業　用　水　道　事　業

重要な拠点への耐震管路整備完了(H25)
管路耐震化率
( H22：19.4% ⇒ H30：30.9%）

備　　考

 
　

維
持
管
理

 
　

施
設
の

自家発電設備整備完了(H27)

 

　

危
機
管
理
の
強
化

 

　

震
災
時
の
飲
み
水
の
確
保
と

老朽給水管更新完了(H30)
（鉛製給水管についてはH28更新完了）

配水池等の耐震化率
( H22：1.6% ⇒ H30：96.1% ）

東日本大震災を踏まえ追加した取組

■自家発電設備の整備箇所を１１施設に拡大(6施設 ⇒ 11施設)(H24～27)
■配水池等の耐震化率目標を引き上げ(61.7% ⇒ 96.1%)(H24～30)
■太陽光発電設備の導入規模を拡大(長沢浄水場)(H24～26)

H27年度に再構築計画で浄水施設の耐震化率
０％→100％を達成

H30年度に配水池等の耐震化率
1.5％→96.1％を達成

H30年度に老朽管残延長ゼロを達成
管路更新1.67％(更新サイクル60年)を確立

　６　水道事業及び工業用水道事業の施設整備の進捗状況
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鷺沼配水池の耐震化前倒し
当初計画で耐震化される配水池容量

耐震率

東日本大震災を受けて
鷺沼配水池の

耐震化を前倒し

配水池等の
耐震化率

96.1％を達成
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老朽配水管残延長
管路更新率

老朽管残延長
ゼロを実現

管路更新率
1.67％
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耐震化される施設能力（万 ）

耐震率

長沢１期工事完成で
浄水場の耐震化率

41.2％を達成

再構築計画の完了で
浄水場の耐震化率

100％を達成
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「川崎市下水道事業中期経営計画」は、長期的かつ安定的な下水道サービスを提供していくため、平成２３年度から平成２５年度までの３年間の下水道事業経営の方向性を示すものとして 

平成２３年３月に策定しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間の事業概要】 【経営の健全化に向けた取組】 

【基本方針 １】 下水道施設・機能の維持向上を図る 

 

・長期的かつ安定的な下水道サービスを提供するために、下水道施設の適切かつ効果的 

な維持管理と更新を行います。 

・優先順位や重点化をより考慮した建設投資を実施し、都市基盤施設としての機能の維 

持向上を図ります。 

【基本方針 ２】 経営の健全化に向けた取組を推進する 

 

・「雨水公費・汚水私費」の原則に基づき、現行の使用料体系を維持しながら、公営企業

として経営の自立に向けた様々な経営効率化を進めます。 

・水道事業等との統合によるメリットを踏まえ、業務の効率化、利用者へのサービスの 

向上を図ります。 

建設・管理コストの縮減

下水道施設の維持管理、業務執行体制の見直し等

建設コストの縮減、水洗化率の向上等

資源の有効利用、下水道施設の有効活用等

経
営
の
健
全
化
に
向
け
た
取
組

一般会計との経費負担区分の明確化、実質的赤字額の解消等

人材育成への取組、広報に関する取組、国際展開への取組

経営の効率化
に向けた取組

事業運営の効率化

資源・施設の有効利用

７ 川崎市下水道事業中期経営計画の概要 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

安全・安心に暮らせる

まちづくり 

快適で暮らしやすい

地域環境の創造

持続可能な下水道に

向けた取組の推進

管きょの耐震化、ポンプ場・水処理センターの耐震化工事

マンホールトイレシステムの設置 地震対策

浸水対策

高度処理

合流改善

普及促進

地震対策

地球温暖化
対策

浸水地区の雨水整備 

入江崎水処理センター西系再構築事業 
第２期工事（２／２系列）ほか着手など

大師河原貯留管の整備 

汚水管の整備の推進 

管きょの再整備、ポンプ場・水処理センターの設備更新など

温室効果ガスの排出量の多い機器の更新など
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◆下 水 道 事 業 
 
 

８ 下水道事業の施設整備の進捗状況 

東日本大震災以降の主な取組 

■ 重要な管きょの耐震化（観音川・田島下水幹線） 

■ 渡田ポンプ場の自家発電機設備更新 

■ 入江崎水処理センター主ポンプ設備更新 

■ 各水処理センター・ポンプ場の機械・電気設備の耐震化 

■ 再生可能エネルギー等の活用の検討（停電時における機能確保） 

■ 業務継続計画（BCP）の検証・津波対策の検討 

   

内面被覆による管きょの補強 

【平成２３～２５年度】での主な取組内容

入江崎・加瀬・等々力水処理センターの耐震化の推進

観音川・六郷・加瀬ポンプ場ほかの耐震化の推進

幹線管きょ等の耐震化の推進

マンホールトイレシステムの設置の推進

登戸・宿河原・宮崎・丸子地区ほかの浸水対策の推進

幹枝線整備（浸水・未整備地区）の推進

入江崎水処理センター西系再構築事業の推進

入江崎水処理センター東系施設高度処理化の推進

等々力水処理センター高度処理化の推進

合流改善 大師河原貯留管整備の推進

普及促進 汚水管整備の推進

水処理センター・ポンプ場・管きょの長寿命化計画策定・推進

渡田ポンプ場雨水施設再構築事業の推進

処理場・ポンプ場の設備更新

管きょ再整備の推進

入江崎総合スラッジセンターの高温焼却化の推進

設備機器の省エネ化の推進

事業項目

持続可能な下水道に向
けた取組の推進

再整備・再構築

地球温暖化対策

安全・安心に暮らせるま
ちづくり

地震対策

浸水対策

快適で暮らしやすい地域
環境の創造

高度処理
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３ 技術協力による国際貢献

ベトナムでの技術指導

JICA等からの要請に応じ、職員の海外派遣や海外からの研修生受入れなどを通じて、技術協力に

よる国際貢献を推進し、開発途上国の水環境改善に貢献

現場研修

（生田浄水場）
ラオス水道公社へのヒアリング

かわビズネット 設立後の活動

【ニーズ把握、関係構築等】

◇ 会員企業を対象とした意向調査の実施（2012.11）

◇ クィーンズランド州での官民共同ニーズ調査（2013.2）

◇ ダナン市セミナー（＠環境技術展）の開催（2013.2）

◇ 地域特性を考慮した分散型システムセミナーの開催

（2013.2）

ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州ニーズ調査 分散型セミナーの開催

【情報発信・情報共有】

◇ 川崎国際環境技術展への

ブース出展（2013.2）

◇ ホームページ、メーリン

グリストの活用（随時）

外国人来場者への説明

（川崎国際環境技術展２０１３）

◇ ラオス国 水道公社事業管理能力向上プロ

ジェクト（2012- ）

◇ ベトナム・ホーチミン市 下水管理能力開発

プロジェクト（2009-2010）

◇ ブラジル・サンパウロ 無収水管理プロジェ

クト （2008-2010）

海外への職員派遣（ＪＩＣＡ） 研修生・視察者の受入れ

視察者への説明

（入江崎水処理センター）

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州

経済交流の覚書を締結

（2011.7）

ベトナム・ダナン市

環境協力の覚書を締結

（2012.2）

その他アジア地域中国・瀋陽市

水ビジネスの対象国・地域 －自治体間関係を軸に展開－

瀋陽水務集団有限公司と

友好協力協定を締結（2012.5）

民間企業からの

依頼や都市間交流

の中で関係が構築

された場合には、

その他のアジア地

域にも対象を拡大

◇ 30か国・地域、23１名の方々が上下水道

施設を訪問（ 2011～2012年度）

◇ 下水道分野の海外展開に関し、国土交通省

から日本の拠点都市（ハブ都市）に認定

（2013.3）

２ 官民連携による国際展開 ーかわさき水ビジネスネットワークー

国国 際際 展展 開開

官民連携による国際展開、技術協力による国際貢献を通じて国際展開を推進し、世界の水

環境の改善に貢献

◇ 会員：水関連の技術・製品等を有する民間企業・団体と川崎市 52会員（現在）

◇ 協力団体：水ビジネスに関係する省庁、団体 12団体

◇ 水ビジネスに精通した幹事（民間企業等）による運営、事務局（川崎市）によるサポート

◇ 官民が連携して水ビジネスの各段階で必要な支援

１ 上下水道分野における国際展開の実施方針 （２０１２年５月策定）

◇ 世界の水問題 －水環境改善の必要性－ ◇ 世界の水ビジネスの現状 －官民連携の必要性－

背 景

実 施 方 針 の 概 念 図

かわさき水ビジネスネットワーク（かわビズネット）の設立 （2012年8月）

かわビズネット設立を

契機に川崎市と連携覚書

を締結。開発途上国の水

環境改善に向けて、情報

提供等の実務的な連携を

推進

ＪＩＣＡとの連携

世界の水問題世界の水問題 世界の水環境改善へ世界の水環境改善へ水ビジネス

水関連の技術・製品・
ノウハウを有する企業

上下水道の事業運営の技術・
ノウハウを有する川崎市

かわビズネットかわビズネット

・ 事業運営の技術・ノウハウ ・ 国際展開の実績

・ 水関連企業の集積 ・ 羽田空港の国際化
◇ 川崎のポテンシャル

基 本 方 針

国際展開の推進による世界の水環境改善への貢献

基 本 目 標

基本方針１ 官民連携による国際展開 基本方針２ 技術協力による国際貢献

■ 世界の水環境の改善 ■ 水ビジネスの海外展開 ■ 上下水道事業の持続的経営期待する効果

プラットフォームの構築

アクション １

海外への技術支援

アクション ３

ア ク シ ョ ン プ ラ ン

水ビジネスの支援

アクション ２
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10 水源水量・給水能力・処理能力・業務状況等  

（平成 25年 3月 31日現在） 

（１）水道事業 

○水源水量・給水能力                  （単位  ／日） 

水系別 浄水場別 水源水量 給水能力 

相模川表流水 長沢浄水場 422,000 217,000

地下水 生田浄水場 100,000 93,000

酒匂川表流水 495,200

相模川表流水 

企業団 

西長沢浄水場 10,400
505,600

計 1,027,600 815,600

 
 
○業務状況 

区       分 平成２１年度（決算） 平成２２年度（決算） 平成２３年度（決算）

総人口（人） 1,414,150 1,426,777 1,432,374
現在給水人口（人） 1,414,060 1,426,713 1,432,310
普及率（％） 99.99 99.99 99.99
給水栓数（栓） 678,436 686,675 691,424
配水量（ ／年） 174,396,300 188,481,100 186,693,900
有収水量（ ／年） 152,195,911 169,055,881 166,270,478
１日給水能力（ ） 989,900 989,900 989,900
１日平均配水量（ ） 477,798 516,387 510,093
施設利用率（％） 48.3 52.2 51.5
有収率（％） 87.3 89.7 89.1
配水管延長（m） 2,378,180 2,383,420 2,388,475
職員数（人） 679 666 655
水道料金収入（千円）※税抜額 22,962,650 25,446,954 24,720,383
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（２）工業用水道事業 

○水源水量・給水能力                  （単位  ／日） 

水系別 浄水場別 水源水量 給水能力 

相模川表流水 長沢浄水場 241,000 235,000

多摩川表流水 200,000 195,000

地下水 
生田浄水場 

50,000 50,000

水道事業からの受水 40,000 40,000

計 531,000 520,000

 
 
○業務状況 

区       分 平成２１年度（決算） 平成２２年度（決算） 平成２３年度（決算）

給水会社（社） 57 59 59
工場数（工場） 80 82 82
契約水量（ ／年） 189,312,980 188,923,870 189,394,020
配水量（ ／年） 143,831,700 146,205,300 147,467,600
使用水量（ ／年） 142,877,370 145,267,292 146,146,181
１日給水能力（ ） 560,000 520,000 520,000
１日平均配水量（ ） 394,059 400,562 402,917
施設利用率（％）  70.4 77.0 77.5
有効水量率（％） 99.3 99.4 99.1
配水管延長（m） 45,717 46,360 46,218
職員数（人） 101 99 99
工業用水道料金収入（千円）※税抜額 7,736,753 6,921,326 6,960,331
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（３）下水道事業 

○処理能力等 
〈水処理施設〉 

処理区 計画面積
（ha） 

計画人口 
（人） 排除方式 計画処理能力

（ ／日）  ポンプ場数

入江崎 2,007 322,700 合流式 318,600 9 

加 瀬 1,871 318,900 合流式 
(一部分流式) 168,900 7 

等々力 5,490 681,500 分流式 313,900 2 

麻 生 1,920 143,200 分流式 62,800 1 

計 11,288 1,466,300  864,200 19 

 
〈汚泥集約処理施設〉 

名称 入江崎総合スラッジセンター 計画処理能力 120 
ｔ・DS／日 

                      ※DS は乾燥固形物量 
 

○ 業務状況 

区       分 平成２１年度（決算） 平成２２年度（決算） 平成２３年度（決算）

処理人口（人） 1,404,368 1,417,133 1,422,885
人口普及率（％） 99.3 99.3 99.3 
処理面積（ha） 10,658 10,663 10,677
水洗化対象件数（件） 651,616 659,941 664,297 
水洗化件数（件） 644,483 653,466 659,357
水洗化率（％） 98.9 99.0 99.3
処理水量（ ） 206,668,598 206,489,068 198,888,789
１日平均処理水量（ ） 566,215 565,724 543,412
処理能力（ ／日） 970,500 970,500 976,500
有収水量（ ） 146,399,888 148,901,838 146,798,176
管きょ布設延長（m） 3,018,027 3,034,960 3,054,206
職員数（人） 416 423 419
下水道使用料収入（千円）※税抜額 22,554,413 22,987,932 22,476,669

 

12



13

参 考



14



15



 

水道料金・下水道使用料等について 

 

 

水道料金（平成２２年４月１日適用） 

 

(１) 専用給水装置（１か月につき） 

基本料金 超過料金（１立方メートルにつき） 

使用水量 

８立方メートル 

まで 

５３０円

 

 

 

 

 

8立方メートルを超え    10立方メートルまでの分     ９５円 

10立方メートルを超え    20立方メートルまでの分    １３９円 

20立方メートルを超え    25立方メートルまでの分    １８５円 

25立方メートルを超え    30立方メートルまでの分    １９４円 

30立方メートルを超え    50立方メートルまでの分    ２０９円 

50立方メートルを超え   100立方メートルまでの分    ２５３円 

100立方メートルを超え   200立方メートルまでの分    ２７８円 

200立方メートルを超え   500立方メートルまでの分    ３２９円 

500立方メートルを超え 1,000立方メートルまでの分    ３４３円 

1,000立方メートルを超える分               ３５７円 

ただし、公衆浴場の超過料金については、１立方メートルにつき４６円とする。 

共同住宅及びこれに類するもの（以下「共同住宅等」という。）で、メーターを共用するものの料金は、

使用者の申請により、当該共同住宅等の戸数に応じて算定することができる。 

 

(２) 前号の規定にかかわらず、本市工業用水道事業の水源として給水する場合の料金は、１立方メート

ルにつき１８５円とする。 

 

(３) 共用給水装置（１か月につき） 

基本料金 超過料金（１立方メートルにつき） 

使用水量１戸５立方メートルまで ２６０円 ４６円

 

※ 平成２２年４月１日から平成２８年３月３１日までの使用に係る料金は、上記により算出した額から

さらに５０円を差引いた額とする。 

※ 水道料金は、上記により算出した額に100分の105を乗じて得た額とする。 

 

 

 

水道利用加入金（昭和５６年９月１日適用） 

 

金         額 
メーターの口径 

新設工事 改造工事 

 13ミリメートルから 

 25ミリメートルまで 

 40ミリメートル 

 50ミリメートル 

 75ミリメートル 

100ミリメートル 

150ミリメートル 

150ミリメートルを 

超えるもの 

 150,000円 

 1,250,000円 

 1,950,000円 

 4,450,000円 

 7,950,000円 

 17,950,000円 

管理者が別に定める額 

改造後のメーター口径に応ずる中欄

に掲げる額と改造前のメーターの口

径に応ずる中欄に掲げる額との差額

とする。 
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○ 共同住宅等の給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事（共同住宅等の戸数が増加したため必要と

なったものに限る。）の申込者から、当該共同住宅等の戸数（改造工事及び増設工事後戸数が増加する

場合は、増加する戸数）１戸につき150,000円を加入金として徴収する。 

○ 水道利用加入金は、工事申込者（個人）が、引き続き３年以上本市の区域内に住所を有し、自ら居住

する建築物に、メーター口径25ミリメートル以下の給水装置を設置するときは、徴収しない。 

○ 工業用水道事業の水源として給水する場合については、加入金を徴収しない。 

※ 水道利用加入金は、上記の表により算出した額に100分の105を乗じて得た額とする。 

 

 

 

工業用水道料金（平成２２年４月１日適用） 

 

基本料金 責任消費水量          １立方メートルにつき  ３４円４０銭 

使用料金 責任消費水量のうち使用した水量 １立方メートルにつき   ２円３０銭 

超過料金                 １立方メートルにつき  ６０円３０銭 

※ 工業用水道料金は、上記の表により算出した額に100分の105を乗じて得た額とする。 

 

 

 

下水道使用料（平成１６年４月１日適用） 

 

（１）一般汚水（１か月） 

基本額 超過額（１立方メートルにつき） 

排出汚水量 

８立方メートル 

まで 

６６０円

 

 

 

 

 

8立方メートルを超え    10立方メートルまでの分     １０円 

10立方メートルを超え    20立方メートルまでの分    １２８円 

20立方メートルを超え    30立方メートルまでの分    １６４円 

30立方メートルを超え    50立方メートルまでの分    ２４２円 

50立方メートルを超え   100立方メートルまでの分    ３０３円 

100立方メートルを超え   200立方メートルまでの分    ３６４円 

200立方メートルを超え   600立方メートルまでの分    ３９３円 

600立方メートルを超え 2,000立方メートルまでの分    ４２２円 

2,000立方メートルを超え 5,000立方メートルまでの分    ４４６円 

5,000立方メートルを超える分               ４７５円 

※ 一般汚水とは、公衆浴場汚水、共用汚水以外の汚水である。 

 

（２） 公衆浴場汚水（１か月） 

基本額 超過額（１立方メートルにつき） 

排出汚水量１０立方メートルまで １１０円 １１円

※ 公衆浴場汚水とは、公衆浴場の営業の用に供して生じた汚水である。 

 

（３） 共用汚水（１か月） 

基本額 超過額（１立方メートルにつき） 

排出汚水量１戸５立方メートルまで ６０円 １２円

※ 共用汚水とは、水道の給水装置（蛇口）を共用して生じた汚水である。 

 

※ 下水道使用料は、上記の表により算出した額に100分の105を乗じて得た額とする。 
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